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縦
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〇
土
地
改
良
区
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就
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退
任
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改
良
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公

告
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開
発
行
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に
関
す
る
工
事
の
完
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（
建
築
宅
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課
）　
　

四

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定�

（
契　

約　

課
）　
　

四

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定
（
二
件
）�

（
教
育
企
画
室
）　
　

四

公
安
委
員
会

〇
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
定
合
格

者
審
査
の
実
施�

　
　

五

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
六
号

　

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
地
域
医
療
計
画
を

変
更
し
た
の
で
、
同
法
三
十
条
の
四
第
十
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　

な
お
、
変
更
後
の
宮
城
県
地
域
医
療
計
画
は
、
令
和
四
年
九
月
二
日
か
ら
一
か
月
間
行
政
庁
舎
地
下
一
階
の
県
政
情

報
セ
ン
タ
ー
及
び
各
地
方
振
興
事
務
所
（
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
を
除
く
）
の
県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
へ
配
架
す
る
ほ
か
、

県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
七
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水
面
埋
立
て
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
し
ゅ
ん
功
認
可
し
た
。

　
　

令
和
四
年
九
月
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

し
ゅ
ん
功
認
可
年
月
日

　
　

令
和
四
年
八
月
二
十
五
日

二　

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称

　
　

宮
城
県

三　

埋
立
区
域

　

１　

位　

置

　
　
　

第
二
種
伊
里
前
漁
港
区
域
内

　
　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
町
向
一
四
八
番
二
に
隣
接
す
る
公
有
水
面

　

２　

区　

域

　
　

�　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑪
の
地
点
を
結
ぶ
春
分
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
Ｌ
＋
一
・
五

〇
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　
　

①
の
地
点　

�

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
町
向
一
五
〇
番
地
内
に
埋
設
し
た
鋲
（
北
緯
三
八
度
四
二
分
五

四
・
五
八
三
一
秒
、
東
経
一
四
一
度
三
一
分
一
九
・
九
一
九
〇
秒
）
を
起
点
Ｋ
Ｔ
一
二
点
と
し
、

Ｋ
Ｔ
一
二
点
か
ら
二
七
一
度
三
二
分
五
七
秒
、
一
四
・
四
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

②
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら　

二
六
八
度
五
〇
分
一
一
秒　
　

六
・
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点　
　
　

　
　
　

③
の
地
点　

②
の
地
点
か
ら　

三
五
八
度
二
二
分
一
三
秒　

三
〇
・
四
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

④
の
地
点　

③
の
地
点
か
ら　

三
五
八
度
二
四
分
四
四
秒　

一
四
・
二
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑤
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら　
　

一
二
度
一
七
分
三
八
秒　
　

二
・
〇
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑥
の
地
点　

⑤
の
地
点
か
ら　

二
八
五
度
〇
六
分
一
三
秒　
　

三
・
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑦
の
地
点　

⑥
の
地
点
か
ら　

二
八
四
度
一
一
分
四
九
秒　
　

〇
・
七
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑧
の
地
点　

⑦
の
地
点
か
ら　
　

一
二
度
〇
〇
分
五
八
秒　
　

〇
・
二
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑨
の
地
点　

⑧
の
地
点
か
ら　
　

九
九
度
一
〇
分
四
二
秒　
　

九
・
四
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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⑩
の
地
点　

⑨
の
地
点
か
ら　

一
七
八
度
五
八
分
三
五
秒　

四
一
・
九
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑪
の
地
点　

⑩
の
地
点
か
ら　
　

八
九
度
一
〇
分
三
二
秒　
　

〇
・
四
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面　

積

　
　
　

二
七
五
・
九
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
（
埋
立
区
域
）

四　

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

　
　

令
和
二
年
四
月
二
十
日

　
　

宮
城
県
（
水
整
）
指
令
第
二
号　

五　

公
有
水
面
埋
立
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
又
は
町

　
　

南
三
陸
町

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
九
月
二
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

伊
具
郡
丸
森
町
大
内
字
山
屋
敷
一
八
、
一
九

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
と
す
る
。

　
　
　
　

字
山
屋
敷
一
八
・
一
九
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
丸
森
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
九
月
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土
木
事

務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

栗
駒
金
成
線

栗
原
市
金
成
藤
渡
戸
清
水
尻
三
五
番
地
先
か
ら

同
市
金
成
藤
渡
戸
東
沢
無
番
地
先
ま
で

令
和
四
年

�

九
月
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
号

　

女
川
町
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
用
途
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
柴
田
郡
村
田
町
菅
生

土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
九
月
二
日

�

宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

志　
　

賀　
　

慎　
　

治　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
四
年
四
月
一
日

小　

山　

昭　

一

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
宮
脇
六
十
四

番
地

理　

事
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令
和
四
年
四
月
一
日

鈴　

木　

健　

治

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
町
西
裏
七
番

地

理　

事

令
和
四
年
四
月
一
日

北　

島　

勝　

夫

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
三
本
木
九
番

地

理　

事

令
和
四
年
四
月
一
日

小　

林　

吉　

廣

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
原
十
八
番
地

理　

事

令
和
四
年
四
月
一
日

高　

橋　

睦　

男

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
平
百
五
十
四

番
地

理　

事

令
和
四
年
四
月
一
日

髙　

橋　

洋　

一

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
平
七
十
二
番

地

理　

事

令
和
四
年
四
月
一
日

佐　

藤　

芳　

廣

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
宮
脇
三
十
三

番
地

理　

事

令
和
四
年
四
月
一
日

伊　

藤　
　
　

定

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
長
坂
四
十
九

番
地

理　

事

令
和
四
年
四
月
一
日

小　

林　

明　

弘

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
平
四
郎
内
一

番
地

理　

事

令
和
四
年
四
月
一
日

大　

泉　

幸　

定

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
鍛
治
谷
四
十

二
番
地

理　

事

令
和
四
年
四
月
一
日

佐　

藤　

俊　

信

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
折
越
二
十
番

地

理　

事

令
和
四
年
四
月
一
日

小　

林　

公　

一

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
下
宿
二
十
七

番
地

理　

事

令
和
四
年
四
月
一
日

佐
々
木　

健　

次

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
道
海
十
二
番

地

理　

事

令
和
四
年
四
月
一
日

平　

間　

照　

男

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
道
海
前
山
一

番
地
九

理　

事

令
和
四
年
四
月
一
日

八　

巻　

健
太
郎

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
町
東
裏
二
十

四
番
地

監　

事

令
和
四
年
四
月
一
日

小　

林　

秀　

安

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
余
柄
八
番
地

一

監　

事

令
和
四
年
四
月
一
日

髙　

橋　

利　

幸

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
北
向
六
十
一

番
地
二

監　

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

小　

山　

昭　

一

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
宮
脇
六
十
四

番
地

理　

事

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

鈴　

木　

健　

治

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
町
西
裏
七
番

地

理　

事

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

北　

島　

勝　

夫

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
三
本
木
九
番

地

理　

事

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

小　

林　

吉　

廣

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
原
十
八
番
地

理　

事

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

高　

橋　

睦　

男

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
平
百
五
十
四

番
地

理　

事

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

髙　

橋　

洋　

一

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
平
七
十
二
番

地

理　

事

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

佐　

藤　

芳　

廣

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
宮
脇
三
十
三

番
地

理　

事

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

小　

林　

明　

弘

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
平
四
郎
内
一

番
地

理　

事

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

小　

林　

孝　

吉

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
宮
田
二
十
番

地

理　

事

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

大　

泉　

修　

一

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
舘
五
十
四
番

地

理　

事

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

大　

泉　

幸　

定

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
鍛
治
谷
四
十

二
番
地

理　

事

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

小　

林　

公　

一

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
下
宿
二
十
七

番
地

理　

事

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

石　

山　

春　

男

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
櫛
挽
五
十
八

番
地

理　

事

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

佐
々
木　

健　

次

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
道
海
十
二
番

地

理　

事

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

八　

巻　

健
太
郎

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
町
東
裏
二
十

四
番
地

監　

事

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

太　

田　

勝　

夫

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
中
細
倉
二
十

四
番
地

監　

事

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

小　

林　

秀　

安

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
余
柄
八
番
地

一

監　

事

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
川
崎
町
土
地
改
良
区

役
員
の
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
九
月
二
日

�

宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

志　
　

賀　
　

慎　
　

治　
　
　

　

退
任
し
た
者
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退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
四
年
七
月
三
十
一
日

小　

原　
　
　

迪

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
西
原
三
十
八

番
地

理　

事

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
三
号

　

小
山
田
川
沿
岸
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三

十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
八
月
十
七
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
二
日

�

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

佐
々
木　
　
　
　
　

均　
　
　

公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
四
年
九
月
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

名
取
市
高
舘
熊
野
堂
字
岩
口
中
六
番
二
、
七
番
一
、
七

番
六
の
各
一
部

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

仙
台
市
太
白
区
西
中
田
六
丁
目
十
六
番
二
十
六
号
セ

ジ
ュ
ー
ル
ワ
タ
ナ
ベ
二
〇
三

�

吉
田　

純　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
四
年
九
月
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

ｉ
Ｐ
ａ
ｄ
用
接
続
キ
ー
ボ
ー
ド　

一
万
二
千
八
百
十
六
台

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

出
納
局
契
約
課　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町

三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
四
年
八
月
十
日

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

富
士
電
機
Ｉ
Ｔ
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社　

東
京
都
千
代

田
区
外
神
田
六
丁
目
十
五
番
十
二
号

五　

落
札
金
額　

三
千
七
百
二
十
九
万
四
千
五
百
六
十
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
除
く
。）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
四
年
七
月
一
日

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
四
年
九
月
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
教
育
情
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｗ
Ａ
Ｎ
Ⅳ
）
構
築
及
び
賃
貸

　

借
等
業
務　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
教
育
企
画
室　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三�　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
四
年
八
月
十
九
日

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

Ｎ
Ｔ
Ｔ
・
Ｔ
Ｃ
リ
ー
ス
株
式
会
社　

東
京
都
港
区
港
南
一
丁

目
二
番
七
十
号

五　

落
札
金
額　

二
十
八
億
六
千
五
百
十
万
四
千
四
百
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
除
く
。）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
四
年
七
月
五
日

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
四
年
九
月
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
教
育
情
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｗ
Ａ
Ｎ
Ⅳ
）
回
線
使
用
等
業

務　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
教
育
企
画
室　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
四
年
八
月
十
九
日

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

日
本
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社　

東
京
都
千
代
田
区
内

神
田
二
丁
目
三
番
四
号

五　

落
札
金
額　

三
億
五
千
九
百
六
十
万
四
千
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
除
く
。）
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六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
四
年
七
月
五
日

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
104号

　
警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
16年
法
律
第
50号
）
附
則
第
５
条
に
規
定
す
る
審
査
の
う
ち
、
警
備
員

等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
17年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
20号
。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。）
附
則
第

７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
検
定
合
格
者
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
令
和
４
年
９
月
２
日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
山
口
　
哲
男
　
　

１
　
審
査
に
係
る
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級

　
⑴
�　
検
定
規
則
第
１
条
第
１
号
に
規
定
す
る
空
港
そ
の
他
の
飛
行
場
に
お
い
て
航
空
機
の
強
取
等
の
事
故
の
発
生
を

警
戒
し
、
防
止
す
る
業
務
（
航
空
機
に
持
ち
込
ま
れ
る
物
件
の
検
査
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
空
港
保
安
警

備
業
務
」
と
い
う
。）
に
係
る
１
級
及
び
２
級

　
⑵
�　
検
定
規
則
第
１
条
第
２
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故
の
発
生
を
警
戒
し
、
防
止
す
る

業
務
（
以
下
「
施
設
警
備
業
務
」
と
い
う
。）
に
係
る
１
級
及
び
２
級

　
⑶
�　
検
定
規
則
第
１
条
第
４
号
に
規
定
す
る
工
事
現
場
そ
の
他
人
又
は
車
両
の
通
行
に
危
険
の
あ
る
場
所
に
お
け
る

負
傷
等
の
事
故
の
発
生
を
警
戒
し
、
防
止
す
る
業
務
（
交
通
の
誘
導
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
交
通
誘
導
警

備
業
務
」
と
い
う
。）
に
係
る
１
級
及
び
２
級

　
⑷
�　
検
定
規
則
第
１
条
第
５
号
に
規
定
す
る
運
搬
中
の
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
の
発
生
を
警

戒
し
、
防
止
す
る
業
務
（
以
下
「
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
」
と
い
う
。）
に
係
る
１
級
及
び
２
級

　
⑸
�　
検
定
規
則
第
１
条
第
６
号
に
規
定
す
る
運
搬
中
の
現
金
、
貴
金
属
、
有
価
証
券
等
の
貴
重
品
に
係
る
盗
難
等
の

事
故
の
発
生
を
警
戒
し
、
防
止
す
る
業
務
（
以
下
「
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
」
と
い
う
。）
に
係
る
１
級
及
び
２

級

２
　
実
施
日
時

　
　
令
和
４
年
10月
５
日
（
水
）
午
前
９
時
30分
か
ら

３
　
実
施
場
所

　
　
仙
台
市
青
葉
区
本
町
３
丁
目
８
番
１
号

　
　
宮
城
県
警
察
本
部

４
　
審
査
定
員

　
　
前
記
１
に
掲
げ
る
警
備
業
務
の
種
別
１
級
及
び
２
級
合
わ
せ
て
20人
と
す
る
。

５
　
審
査
対
象
者

　
�　
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
検
定
規
則
附
則
第
７
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
の
全
部
を
免
除
さ
れ
る
者
を
除
く
。

　
⑴
　
空
港
保
安
警
備
業
務
１
級

　
　
�　
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
61年
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。）
第
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
検
定
（
以
下
「
旧
検
定
」

と
い
う
。）
の
空
港
保
安
警
備
に
係
る
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
に
合
格
し
た
者

　
⑵
　
施
設
警
備
業
務
１
級

　
　
　
旧
検
定
の
常
駐
警
備
に
係
る
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
に
合
格
し
た
者

　
⑶
　
交
通
誘
導
警
備
業
務
１
級

　
　
　
旧
検
定
の
交
通
誘
導
警
備
に
係
る
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
に
合
格
し
た
者

　
⑷
　
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
１
級

　
　
　
旧
検
定
の
核
燃
料
物
質
等
運
搬
警
備
に
係
る
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
に
合
格
し
た
者

　
⑸
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
１
級

　
　
　
旧
検
定
の
貴
重
品
運
搬
警
備
に
係
る
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
に
合
格
し
た
者

　
⑹
　
空
港
保
安
警
備
業
務
２
級

　
　
　
旧
検
定
の
空
港
保
安
警
備
に
係
る
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
又
は
２
級
に
合
格
し
た
者

　
⑺
　
施
設
警
備
業
務
２
級

　
　
　
旧
検
定
の
常
駐
警
備
に
係
る
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
又
は
２
級
に
合
格
し
た
者

　
⑻
　
交
通
誘
導
警
備
業
務
２
級

　
　
　
旧
検
定
の
交
通
誘
導
警
備
に
係
る
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
又
は
２
級
に
合
格
し
た
者

　
⑼
　
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
２
級

　
　
　
旧
検
定
の
核
燃
料
物
質
等
運
搬
警
備
に
係
る
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
又
は
２
級
に
合
格
し
た
者

　
⑽
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
２
級

　
　
　
旧
検
定
の
貴
重
品
運
搬
警
備
に
係
る
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
又
は
２
級
に
合
格
し
た
者

６
　
審
査
内
容

　
�　
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
種
別
の
警
備
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
能
力
に
係
る
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
（
学
科

試
験
は
実
技
試
験
の
前
に
行
い
学
科
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
実
技
試
験
は
行
わ
な
い
。）。

７
　
事
前
申
込
み

　
⑴
　
受
付
専
用
電
話

　
　
�　
宮
城
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
受
付
専
用
電
話
（
022－

224－
7311）

に
て
事
前
申
込
み
を



第334号　令和４年９月２日　金曜日 （6）宮　　城　　県　　公　　報
受
け
付
け
る
（
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
連
絡
先
電
話
番
号
、
勤
務
先
、
前
記
５
の
審
査
対
象
者
に
該
当
す
る

項
目
に
つ
い
て
聴
取
）。

　
　
�　
な
お
、
受
付
は
先
着
順
と
し
、
１
回
の
電
話
で
の
受
付
は
１
人
と
す
る
。
ま
た
、
定
員
に
達
し
た
場
合
は
期
間

内
で
あ
っ
て
も
締
め
切
る
こ
と
と
す
る
。

　
⑵
　
受
付
期
間

　
　
�　
令
和
４
年
９
月
12日
（
月
）
か
ら
同
月
16日
（
金
）
ま
で
の
５
日
間
（
９
月
12日
か
ら
同
月
15日
ま
で
は
午
前

９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
、
最
終
日
は
午
後
３
時
ま
で
）
と
す
る
。

８
　
申
請
手
続
き

　
　
事
前
申
込
み
を
行
い
予
約
番
号
を
取
得
し
た
者
は
、
次
に
よ
り
申
請
手
続
を
行
う
こ
と
。

　
⑴
　
申
請
受
付
期
間

　
　
�　
令
和
４
年
９
月
20日
（
火
）
か
ら
同
月
27日
（
火
）
ま
で
の
祝
日
、
土
曜
及
び
日
曜
日
を
除
く
５
日
間
（
午
前

９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
）

　
⑵
　
申
請
書
の
提
出
先

　
　
　
事
前
申
込
み
の
際
に
指
定
さ
れ
た
警
察
署
生
活
安
全
課
で
受
付
す
る
こ
と
。

　
　
　
な
お
、
郵
送
及
び
代
理
人
に
よ
る
提
出
は
受
け
付
け
な
い
こ
と
と
す
る
。

　
⑶
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
審
査
申
請
書
（
検
定
規
則
別
記
様
式
）
１
通

　
　
イ
　
旧
検
定
規
則
第
８
条
の
合
格
証
（
以
下
「
旧
検
定
合
格
証
」
と
い
う
。）
の
写
し
１
通

　
　
ウ
�　
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
3.0セ

ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
横
の
長
さ
2.4セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
。）
１
葉

　
　
エ
　
そ
の
他

　
　
　
ア
�　
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
生
活
安
全
課
に
提
出
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
内
の
住
所
地
を
疎
明
す

る
書
面
１
通

　
　
　
イ
�　
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
生
活
安
全
課
に
提
出
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
営
業
所

に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
１
通

　
⑷
　
審
査
手
数
料

　
　
�　
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
12年

条
例
第
21号
）
第
２
条
第
１
項
の
表
第
70の
２
項
に
基
づ
き
、

4,700円
の
額
に
相
当
す
る
宮
城
県
収
入
証
紙
に
よ
り
申
請
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

９
　
審
査
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

　
�　
審
査
に
係
る
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
を
受
験
す
る
と
き
は
、
当
該
審
査
に
係
る
旧
検
定
合
格
証
を
持
参
す
る
こ

と
。

10　
審
査
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

　
　
宮
城
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

11　
そ
の
他

　
⑴
�　
審
査
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
等
の
状
況
に
よ
り
、
延
期
又
は
中
止
と
な
る

場
合
が
あ
る
。

　
⑵
　
受
検
に
当
た
っ
て
は
、
感
染
対
策
（
マ
ス
ク
の
着
用
、
手
指
の
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
等
）
を
徹
底
す
る
こ
と
。


